
■ 助成金ガイド：両立支援助成金（子の看護等休暇制度有給化支援） 

当助成金の目的について： 

本助成金は、子が３歳から小学校就学の始期（期間延長措置の場合は中学校修了前）に達するまでの期間におい

て、労働者が職業生活と家庭生活を両立しながら働き続けられるよう子の看護等休暇制度を有給化する制度を

導入し、利用を支援する中小企業事業主を支援することを目的としています。 

1．支給額および支給要件 

制度の名称 支給額 制度の内容 

１．子の看護等休暇

制度有給化支援 

法定を上回る内容で、子の看護等休暇を「有給」として導入する取り組みです 

３０万円 

※１事業主

１回限り 

❖ 賃金全額支給 年次有給休暇と同等の賃金を支払うこと 

❖ 付与日数 １年度あたり１０労働日以上が付与されること 

❖ 時間単位取得 １日単位だけでなく、時間単位での取得を可能にするこ

と 

❖ 中抜け取得 就業時間の途中（例：１１：００～１４：００）での取得を認める

こと 

❖ 所定労働時間の維持 制度の導入にあたって、所定労働時間を短縮しな

いこと 

❖ 有給＋α 年次有給休暇とは別に取得できる制度であること 

２．制度利用期間延

長（加算） 

対象となる子の年齢を「中学校修了前」まで延長する取り組みです 

２０万円 

※１事業主

１回限り 

❖ 中学校修了前の子を養育する労働者が利用可能とすること 

３．育児休業等に関

する情報公表

（加算） 

「一般事業主行動計画公表サイト」で自社の育児休業等の情報を公表します 

２万円 

※１事業主

１回限り 

❖ 「一般事業主行動計画公表サイト」で次の情報を公表すること 

・ 男性労働者の育児休業等取得割合 

・ 女性労働者の育児休業取得割合 

・ 男女別の育児休業平均取得日数 

 

【 子の看護等休暇について 】 

小さなお子さんがいる方が、子供のケガや病気、または予防接種や健康診断の際に取得できる休暇制度で、育児・

介護休業法という法律で定められています。 

 

• 対象となる子供 ： 小学校３年生修了までの子が対

象です。 

• 取得できる日数 ： １年間に、子供が１人の場合は５

日（２人以上の場合は１０日） 

• 取得単位 ： １日単位だけでなく、「中抜き（勤務時

間の途中）」や「１時間単位」での取得も可能 

• 給料 ： 有給または無給は、就業規則で定めます。 
 

  

最大５２０，０００円  助成金受給額（加算含む） 



２．基本確認事項（抜粋） 

事業所について 

⚫ 中小企業事業主であること。 

⚫ 休暇制度の対象となる雇用保険被保険者（小学校第３学年修了までの子を養育）が在籍していること。 

⚫ 育児休業制度等： 法定の水準を満たす育児休業制度および短時間勤務制度を就業規則に規定しているこ

と。 

※ 法で定める育児休業、出生時育児休業、所定労働時間の短縮措置を定めていること 

⚫ 一般事業主行動計画： 支給申請日までに次世代法に基づく行動計画を策定・届出し、公表・周知している

こと。 

※ 申請時点において有効であること（申請日が行動計画期間内であること） 

※ プラチナくるみん認定を受けている事業主は、策定・届出は不要です 

３．導入から受給までの全体スケジュール 

申請の主な流れ 貴社 当社 

１．導入する制度の選択と必要書類の収集 

１－１ ☑️ 子の看護等休暇制度有給化支援 

□ 制度利用期間延長加算 

□ 育児休業等に関する情報公表加算 

○ ○ 

１－２ 「５．必要となる書類」を当事務所にメールで送付してください ◯  

２．一般事業主行動計画の策定および届出 

２－１ 一般事業主行動計画を策定します ○ ○ 

２－２ 育児休業等の利用状況に関する情報を公表する場合は、過去の育休取得率等を計

算します（別紙２に記載） 

○  

２－３ 一般事業主行動計画を届出ます  ○ 

３．対象制度を導入した就業規則作成 

３－１ 就業規則に対象制度を規定します  ○ 

３－２ 従業員への周知・制度の開始 ◯  

３－２ 就業規則を労働基準監督署に届出ます 

※ １０人未満で就業規則の届出が不要な事業所においても、届出を推奨します 

 ○ 

４．支給申請 

４－１ 制度を規定した日の翌日から起算して２か月以内に支給申請します  ○ 

５．支給申請および報酬振込み 

４－２ 支給決定通知書が事業所に届きますので、当事務所にご連絡ください ○  

４－３ 申請報酬をお振込みください ○  

４．報酬に関する事項 

申請代行手数料  就業規則等の規定追加  お支払い時期 

❖ 受給額３０万円：６万円 

❖ 受給額５０万円：７．５万円 

❖ 受給額５２万円：８万円 

※ いずれも税抜き価格 

 

 ❖ 看護等休暇制度導入に伴う規

定追加：無料 

❖ 軽微な修正：無料 

❖ 新規作成や最新の法改正

（R7.10）未対応：３万（税抜） 

 ❖ 「支給決定通知書」の到着

又は助成金の振込時 

※ 支給決定通知書が届き次

第、必ず、弊事務所に控え

をメールしてください 

※申請準備が整っているにも関わらず、貴社都合（社内調整や提供資料等の不備・遅延）で申請ができない場

合、受給予定額の１０％を着手料としていただきます。 


